
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名　２生年月日　３続柄　４本籍　５筆頭者　６戸籍事項
７身分事項

個人情報ファイル簿（単票）

戸籍簿・除籍簿・改正原戸籍簿

江北町長

町民生活課

戸籍簿の記録及び管理を行うため

江北町に本籍を有する者及び本籍を有していた者

戸籍届出、他市区町村や法務省、外務省からの送付

含まない

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名　２生年月日　３本籍　４受付日　５事件名

個人情報ファイル簿（単票）

戸籍受付ファイル

江北町長

町民生活課

戸籍届出等の受付管理を行うため

江北町に戸籍届出等をした者及び他市区町村で戸籍届出をした者で江北
町に本籍がある物

戸籍届出、他市区町村や法務省、外務省からの送付

含まない

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名　２生年月日　３性別　４編成日　５本籍　６筆頭者
７住定日　８在外選挙登録地　９住民票コード

個人情報ファイル簿（単票）

戸籍の附票ファイル

江北町長

町民生活課

戸籍簿に記載されている者の居住関係を登録し、公証するため

江北町に本籍を有する者及び本籍を有していた者

江北町または他市区町村に提出された住民異動届書、市区町村からの通
知、職員が調査等をしたもの

含まない

住民基本台帳ネットワークに接合している市区町村

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名　２住所　３生年月日　４個人番号　５旧氏　通称名
６管理番号　７交付状況　８性別

個人情報ファイル簿（単票）

マイナンバーカード管理簿

江北町長

町民生活課

マイナンバーカードの発行、交付管理

江北町に住所を有するもの

本人、地方公共団体情報システム機構

含まない

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名　２生年月日　３性別　４住所　５印影　６登録番号
７宛名番号　８世帯番号　９行政区　１０登録日　１１廃止日
１２廃止事由　１３外国人の氏名（外国人の場合）

個人情報ファイル簿（単票）

印鑑登録に関する事務

江北町長

町民生活課

印鑑登録の記録、管理を行うため

江北町に印鑑登録を有する、または有していたもの

本人、代理人

含まない

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

■ 有 □ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名、２住所、３、年齢・生年月日、４性別、５連絡先、６個人番
号、７個人識別符号、８家族情報、９学業・職業等、１０収入・支出、
１１資産、１２税情報、１３公的扶助

個人情報ファイル簿（単票）

町県民税課税システム

江北町長

町民生活課

個人町県民税・森林環境税の公正かつ適正な賦課事務を執行するため

町内に住所を有する（居住実態のある）個人または、町内に事務所・事
業所及び家屋敷を有する個人で、町内に住所を有しない者

本人からの届出、本人の親族からの届出、町の機関又は議会からの提
供、他の行政機関等又は他団体の議会からの提供、その他

含む（心身の機能障害）

都道府県・市区町村、日本年金機構、国税庁、税務署、警察署、杵藤電
子計算センター

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

■ 有 □ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

軽自動車税の納税義務者

軽自動車税申告書

含む（心身の機能障害）

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

１整理番号、２かな氏名、３漢字氏名、４性別、５生年月日、６個人番
号、７連絡先、８個人識別符号、９住所、１０車両情報

個人情報ファイル簿（単票）

軽自動車課税システム（軽自動車税に関する事務）

江北町長

町民生活課

軽自動車税の課税、減免等のために利用する



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

■ 有 □ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

国民健康保険有資格者、資格喪失者及びその関係者

本人、個人住民税課税システム

含む（心身の機能の障害）

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

１整理番号、２かな氏名、３漢字氏名、４個人番号、５生年月日、６性
別、７年齢、８住所、９収入、１０個人識別符号、１１所得、１２所得
控除、１３勤務先情報、１４扶養情報

個人情報ファイル簿（単票）

国民健康保険税課税システム

江北町長

町民生活課

国民健康保険税の公正かつ適正な賦課事務を執行するために利用



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

■ 有 □ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

納税義務者及びその関係者

本人、町民税等課税システム

―

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

１整理番号、２かな氏名、３漢字氏名、４性別、５生年月日、６個人番
号、７連絡先、８個人識別符号、９住所、１０口座番号

個人情報ファイル簿（単票）

収納管理システム

江北町長

町民生活課

町税等の収納管理の適正な執行を行うために利用



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名、２住所、３年齢・生年月日、４性別、５連絡先、６個人番号、
７個人識別符号、８資産、９税情報、１０公的扶助、１１相続人、送付
先、納税管理人に関する情報、１２登記情報

個人情報ファイル簿（単票）

固定資産税

江北町長

町民生活課

地方税に関する法令及び江北町税条例に定めるところにより固定資産税
の賦課を行う。

町内に所在する固定資産の所有者、証明書の申請者

本人からの届出、本人の親族からの届出、町の機関又は議会からの提
供、他の行政機関等又は他団体の議会からの提供

含まない

都道府県・市区町村、日本年金機構、国税庁、税務署、土地改良区、警
察署、裁判所、農業委員会、法務局、朝日航洋（株）、杵藤電子計算セ
ンター

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１支給申請情報（申請者氏名、住所、連絡先、口座情報）

個人情報ファイル簿（単票）

令和6年度江北町定額減税補足給付金（調整給付）支給調整給付金

町長

町民生活課

定額減税補足給付金（調整給付）の支給事務を行うため

申請者

本人

―

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1

―

個人情報ファイルの種別

□
法第60条第2項第1号

■
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定
による特別の手続等

□ 有 ■ 無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす
る個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案と受ける組
織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提供を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関す
る提案をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて
いるときはその旨

備考

１氏名、２住所、３電話番号、４量水器番号、５口座情報、６収納情報

個人情報ファイル簿（単票）

佐賀西部広域水道企業団上下水道料金調定システム
下水道受益者負担金管理システム

江北町長

町民生活課

下水道使用料及び受益者分担金の賦課徴収事務を行うため

下水道利用者

本人

含まない

―

開示請求等を受理する組織の名称及び所在
地

（名　称）総務政策課

（所在地）佐賀県杵島郡江北町大字山口1651-1

―

個人情報ファイルの種別

■
法第60条第2項第1号

□
法第60条第2項第2号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令21条第7項に該当する

―

ファイル

―

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）


